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条  例 
                                  （平成23年６月30日掲示済） 

 天理市税賦課徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成23年６月30日 

                                   天理市長 南  佳 策 

天理市条例第11号 

 天理市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 
天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

附則第21条の次に次の２条を加える。 
（東日本大震災に係る雑損控除額等の特例） 

第21条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第３項に規定する特例損失金額（以下この

条において「特例損失金額」という｡)については、平成22年において生じた法第3 1 4 条の２第１項第

１号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第34

条の２の規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成24年度以後の年度分の市

民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかったものとみなす。 

２ 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第34条の２の規定によ

り控除された金額に係る特例損失金額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における同

項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該特例損失金額が生じた年」とする。 

３ 第１項前段の場合において、第34条の２の規定により控除された金額に係る特例損失金額のうちに、

同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の６第１項に規定する親族の有する法附則第42

条第３項に規定する資産について受けた損失の金額（以下この条において「親族資産損失額」という｡)

があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の

規定の適用については、平成23年において生じなかったものとみなす。 

４ 第１項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第34条の２の規定に

より控除された金額に係る親族資産損失額が平成24年以後の各年において生じたものである場合におけ

る前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該親族資産損失額が生じた年」

とする。 

５ 第１項の規定は、平成23年度分の第36条の２第１項又は第４項の規定による申告書（その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条

の３第１項の確定申告書を含む｡)に第１項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合（これら

の申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む｡)に限り、
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適用する。 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例） 

第21条の３ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号）第13条第１項の規定の適用を受けた場合における附則第

７条の３及び附則第７条の３の２の規定の適用については、附則第７条の３第１項中「租税特別措置法

第41条又は第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律（平成23年法律第29号）第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41

条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の２の２」と、「法附則第５条の４第６項」

とあるのは「法附則第45条第２項の規定により読み替えて適用される法附則第５条の４第６項」と、附

則第７条の３の２第１項中「租税特別措置法第41条又は第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により読み替えて適用される

租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の２の２」と、「法附則

第５条の４の２第５項」とあるのは「法附則第45条第２項の規定により読み替えて適用される法附則第

５条の４の２第５項」と、同条第２項第２号中「租税特別措置法第41条の２の２」とあるのは「東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により適用される租

税特別措置法第41条の２の２」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条の次に２条を加える改正規定（附則第21条の

３に係る部分に限る｡)は、平成24年１月１日から施行する。 
 

                                  （平成23年６月30日掲示済） 

 天理市母子医療費助成条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成23年６月30日 

                                   天理市長 南  佳 策 

天理市条例第12号 

   天理市母子医療費助成条例の一部を改正する条例 

 天理市母子医療費助成条例（昭和53年３月天理市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   天理市ひとり親家庭等医療費助成条例 

 第１条中「母子家庭の母子」を「ひとり親家庭の親子等」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

（助成要件） 

第２条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

(１) 次のいずれかに該当する者 

ア 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第1 2 9号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子（以下

「配偶者のない女子」という｡)であって18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童

（以下「対象児童」という｡)を現に扶養しているもの 

イ 母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ｡)と死別した男子で現に婚姻（婚姻の届出をしていないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ｡)をしていないもの又はこれに準ずる者（以下

「配偶者のない男子」という｡)であって対象児童を現に扶養しているもの 

ウ ア又はイに掲げる者に現に扶養されている対象児童 

エ 母子及び寡婦福祉法附則第３条に規定する父母のない児童のうち対象児童 

オ エに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない

男子又は婚姻をしたことのない男子 

(２) 天理市内に住所を有する者（天理市内に住所を有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ

又はエに掲げる者のうち天理市外に住所を有するものを含む｡) 

(３) 国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）による被保険者又は規則で定める社会保険各法（以下
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「社会保険各法」という｡)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者 

(４) 生活保護法（昭和25年法律第1 4 4号）による保護を受けていない者 

 第４条第１項第１号中「第２条第１号ア又はイに該当する児童」を「第２条第１号ウ又はエに掲げる者

」に、「児童で」を「対象児童で」に、「者の」を 

「ものの」に改め、同項第２号中「第２条第１号ア若しくはイに該当する児童」 

を「第２条第１号ウ又はエに掲げる者」に、「第２条の４第４項」を「第２条の４第５項」に改め、同項

第３号中「第１号の者」を「扶養者等」に、「明治31年法律第９号」を「明治29年法律第89号」に、「

同号の者」を「扶養者等」に、「者並びにこれら以外の者であって、第２条第１号ア若しくはイに該当

する児童又は当該児童の同項」を「もの又はこれらの者以外の者であって第２条第１号ウ若しくはエに

掲げる者若しくは当該者の民法第8 7 7条第１項」に、「児童と」を「者と」に、「第２条の４第４項」

を「第２条の４第５項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成23年８月１日から施行する。 

 

                                 （平成23年６月30日掲示済） 

天理市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成23年６月30日 

                                   天理市長 南  佳 策 

天理市条例第13号 

   天理市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 天理市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和41年12月天理市条例第34号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第３項第１号ア中「 3 , 9 2 6ヘクタール」を「 3 , 8 5 7 . 4ヘクタール」に改め、同号イ中

「87,000人」を「62,700人」に改める。 

附 則 

この条例は、平成23年７月１日から施行する。 

 

規  則 
                                  （平成23年７月１日掲示済） 

 天理市長等の政治倫理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成23年７月１日 

                                   天理市長 南  佳 策 

天理市規則第10号 

   天理市長等の政治倫理に関する規則の一部を改正する規則 

 天理市長等の政治倫理に関する規則（平成23年３月天理市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 様式第５号中 

「    

  土 地 等 の 事 業 ・ 雑 所 得  

 短 期 譲 渡 所 得  

 長 期 譲 渡 所 得  

株 式 等 の 事 業 

・ 譲 渡 ・ 雑 所 得 
 を 

上 場 株 式 等 の 配 当 所 得  

分 

離 

課 

税 

先 物 取 引 の 事 業 ・ 雑 所 得  

   」 

「    

   土 地 等 の 事 業 
雑 所 得 に改める。 
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 分 短 期 譲 渡 所 得 

 離 長 期 譲 渡 所 得 

 課 株 式 等 の 事業・譲渡 
雑 

所 得 

 税 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 

  先 物 取 引 の 事業・譲渡 
雑 

所 得 

   」 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

                                  （平成23年７月１日掲示済） 

 天理市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成23年７月１日 

                                   天理市長 南  佳 策 

天理市規則第11号 

   天理市公印規則の一部を改正する規則 

 天理市公印規則（平成10年12月天理市規則第30号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号を次のように改める。 

 



 - 6 - 

様式第１号（第５条関係） 

公    印    台    帳 

 （表面） 

種 別  

名 称 

(印影の文字を記入) 
 

ひ な 型 番 号  

公 印 管 守 課 名  

書 体  

寸 法  

印 材  

個 数  

用 途  

印       影 

新 調 時 磨滅若しくはき 損による改刻又は廃止時 

  

    年  月  日 新  調     年  月  日 
改  刻 

廃  止 

 ※ 備考 

  １ カード式とし、種別ごとに分類する。 

  ２ 改刻又は廃止の場合は、除却して整理する。 



 平成23年７月10日 日曜日        天理市公報 

 - 7 - 

（裏面） 

公 印 管 守 者 

公印取扱責任者 

期 間 照合年月日 照 合 者印 

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  

     年  月  日から     年  月  日  

     年  月  日まで     年  月  日  
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の天理市公印規則の規定に基づき作成されている公印台帳は、この規

則の規定に基づく公印台帳とみなす。 

                                 （平成23年６月６日掲示済)  

天理市告示第1 8 2号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月６日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月６日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 保管場所 

  天理市田井庄町６７１番地１ 

  天理市自転車等保管施設 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月６日から平成23年８月４日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

６ 返還時に必要なもの 

(１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの(運転免許証・学生証・保険証等) 

 (２) 移動・保管費用（１台につき） 

  ァ 移動費 2,000円 

  ィ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

７ 連絡先 

  天理市自転車等保管施設 電話0743－62－7778 

  天理市総務部地域安全課 電話0743－63－1001 

 

                                  （平成23年６月７日掲示済） 

天理市告示第１８３号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

  平成23年６月７日 
                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

告  示 
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  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月７日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月７日から平成23年８月５日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略）

 

                                  （平成23年６月８日掲示済） 

天理市告示第１８４号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

  平成23年６月８日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月８日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月８日から平成23年８月６日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月９日掲示済） 

天理市告示第１８５号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月９日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月９日 
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３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月９日から平成23年８月７日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月10日掲示済） 

天理市告示第1 8 6号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月10日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月10日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月10日から平成23年８月８日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月13日掲示済） 

天理市告示第１８７号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月13日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月13日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 
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５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月13日から平成23年８月11日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月14日掲示済） 

天理市告示第1 8 8号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月14日 
                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月14日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月14日から平成23年８月12日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月15日掲示済） 

天理市告示第1 8 9号 

 地方自治法第2 6 0条の２第11項の規定により、新泉町新町自治会から地縁による団体の告示事項変更届

出がありましたので、同条第10項の規定に基づき告示します。 

  平成23年６月15日 

                                    天理市長  南  佳 策  

規約に解散の事由を定めたときは、その事由 

変更前 

  本会は、地方自治法第260条の２第15項において準用する民法第68条第１項第３号及び第４号並びに

第２項の規定により解散する。 

変更後 

  本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。 

変更年月日 

  平成23年６月15日 

 

                                  （平成23年６月15日掲示済） 

天理市告示第1 9 0号 
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 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月15日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月15日から平成23年８月13日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月16日掲示済） 

天理市告示第1 9 1号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月16日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月16日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月16日から平成23年８月14日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月17日掲示済） 

天理市告示第1 9 2号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 
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 平成23年６月17日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月17日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月17日から平成23年８月15日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月17日掲示済） 

天理市告示第1 9 3号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第13条第２項及び第３項の

規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条

例第14条第1項の規定により告示する。 

 平成23年６月17日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な

お一定期間放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月17日  

３ 移動対象区域 

  天理市川原城町7 3 8番地先放置禁止区域外 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月17日から平成23年８月15日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月20日掲示済） 

天理市告示第1 9 4号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

  平成23年６月20日 

                                   天理市長 南  佳 策  
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１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月20日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月20日から平成23年８月18日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月21日掲示済） 

天理市告示第1 9 5号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月21日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月21日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

平成23年６月21日から平成23年８月19日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月21日掲示済） 

天理市告示第1 9 6号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第13条第２項及び第３項の

規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条

例第14条第1項の規定により告示する。 

 平成23年６月21日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な

お一定期間放置されていたため。 
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２ 移動日 

  平成23年６月21日  

３ 移動対象区域 

  天理市川原城町7 3 8番地先放置禁止区域外 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月21日から平成23年８月19日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月22日掲示済） 

天理市告示第1 9 7号 

  公示送達について 

下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな

いので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市

条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達をする。なお、この公示送達に係る書類は、本市

税務課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

平成23年6月22日 

                天理市長  南  佳 策 

記 

送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 

（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送

達があったものとみなす。 

 

                                  （平成23年６月22日掲示済） 

天理市告示第1 9 8号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月22日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月22日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月22日から平成23年８月20日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 
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（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月22日掲示済） 

天理市告示第1 9 9号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第13条第２項及び第３項の

規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条

例第14条第1項の規定により告示する。 

 平成23年６月22日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な

お一定期間放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月22日  

３ 移動対象区域 

  天理市川原城町7 2 8番地先放置禁止区域外 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月22日から平成23年８月20日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月23日掲示済） 

天理市告示第2 0 0号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

  平成23年６月23日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月23日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月23日から平成23年８月21日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 
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                                  （平成23年６月24日掲示済） 

天理市告示第2 0 1号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月24日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月24日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月24日から平成23年８月22日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月27日掲示済） 

天理市告示第2 0 2号 

 地方公営企業法第40条の２第１項の規定により、平成22年10月１日から平成23年３月31日までにおける

本市病院事業、水道事業及び下水道事業の業務状況を次のとおり公表する。 

 平成23年６月27日 

                                    天理市長 南  佳 策 
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                                  （平成23年６月27日掲示済） 
天理市告示第2 0 3号 

平成23年６月23日付で議決のあった平成23年度天理市一般会計補正予算（第1号）の要領は、次のとお

りである。 

平成23年６月27日 

天理市長 南  佳 策 
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                                  （平成23年６月27日掲示済） 

天理市告示第2 0 4号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月27日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月27日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 （１）返還期間 

 平成23年６月27日から平成23年８月25日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 （２）返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月28日掲示済） 

天理市告示第2 0 5号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

  平成23年６月28日 

                                    天理市長 南  佳 策  
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１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月28日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 （１）返還期間 

 平成23年６月28日から平成23年８月26日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 （２）返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月29日掲示済） 

天理市告示第2 0 6号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年６月29日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年６月29日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月29日から平成23年８月27日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月30日掲示済） 

天理市告示第2 0 7号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

  平成23年６月30日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 
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  平成23年６月30日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年６月30日から平成23年８月28日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年６月30日掲示済） 

天理市告示第2 0 8号 

天理市自転車等駐車場条例（平成13年９月天理市条例第31号）第13条第１項の規定により、有効期限を

過ぎて放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 

平成23年６月30日 

  天理市長  南  佳 策 

１ 撤去理由 

自転車等駐車場内に有効期限を過ぎて放置されていたため。 

２ 撤去日 

平成23年６月30日 

３ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

    平成23年６月3 0日から平成23年12月29日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭 

  和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

  午前９時から午後５時まで 

４ 返還時に必要なもの 

 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの(運転免許証・学生証・保険証等) 

 (２) 延滞期間に応じた駐車料金 

５ 連絡先 

天理市開発公社 電話 0743－63－7210 

天理市総務部地域安全課 電話 0743－63－1001 

 

                                  （平成23年７月１日掲示済） 

天理市告示第2 0 9号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

 平成23年７月１日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年７月１日 

３ 移動対象区域 
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  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

（1） 返還期間 

平成23年７月１日から平成23年８月29日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

（2） 返還時間 

午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年７月４日掲示済） 

天理市告示第2 1 0号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

  平成23年７月４日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年７月４日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 保管場所 

  天理市田井庄町6 7 1番地１ 

  天理市自転車等保管施設 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年７月４日から平成23年９月１日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年７月４日掲示済） 

天理市告示第2 1 1号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第13条第2項及び第３項の

規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条

例第14条第1項の規定により告示する。 

 平成23年７月４日 

                                    天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な

お一定期間放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年７月４日  

３ 移動対象区域 
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  天理市前栽町88番地19先放置禁止区域外 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年７月４日から平成23年９月１日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

 

                                  （平成23年７月５日掲示済） 

天理市告示第2 1 2号 

 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項の

規定により告示する。 

  平成23年７月５日 

                                   天理市長 南  佳 策  

１ 移動理由 

  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２ 移動日 

  平成23年７月５日 

３ 移動対象区域 

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 略 

５ 返還期間及び返還時間 

 (１) 返還期間 

 平成23年７月５日から平成23年９月２日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第1 7 8号）に規定する休日を除く。） 

 (２) 返還時間 

    午前９時から午後６時まで 

（以下 略） 

公  告 
                                  （平成23年６月８日掲示済） 

天理市公告第23号 

公売公告兼見積価額公告 

 国税徴収法（昭和34年法律第1 4 7号）第95条の規定により差押財産を公売することを公告する。 

 国税徴収法第99条の規定により見積価額を公告する。 

  平成23年６月８日 

                                  天理市長 南  佳 策  

見積価額 
売却区分 名 称 、 性 質 、 そ の 他 

数

量 （最低入札価額） 
公売保証金 

     （円） （円） 

天14-1 
鉄道模型４台セット（Ｎゲージ用車両、

KATO 5004 ﾅﾊﾈﾌ23 他） 
1 2,000 0 

公 

売 

財 

産 

天14-2 
鉄道模型3台セット（Ｎゲージ用車両、

KATO 4053 ｸﾊ165 他） 
1 3,000 0 
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天14-3 
鉄道模型3台セット（Ｎゲージ用車両、

Tomix 2510 OHA-50 他） 
1 1,500 0 

天14-4 
鉄道模型3台セット（Ｎゲージ用車両、

Tomix 2304 MOHA-485 他） 
1 1,500 0 

天14-5 
鉄道模型（Ｎゲージ用車両、Tomix 2115 

ElectricLocomotive EF64 1000） 
１ 1,500 0 

天14-6 
鉄道模型（Ｎゲージ用車両、Tomix 2207 

DieselLocomotive DD51） 
１ 1,500 0 

天14-7 
鉄道模型（Ｎゲージ用車両、Tomix 2113 

ElectricLocomotive EF81） 
1 1,500 0 

天14-8 
鉄道模型（Ｎゲージ用車両、Tomix 2119 

ElectricLocomotive EF58） 
1 1,500 0 

天14-9 掛軸①（横山大観筆、山色彩） 1 9,000 0 

天14-10 掛軸②（狩野探幽筆、桐鳳凰図） 1 9,000 0 

天14-11 掛軸③（柏原天海作、高砂図） 1 5,000 0 

天14-12 掛軸④（玉山作、孔雀） 1 9,000 0 

天14-13 掛軸⑤（宏名作、梅花） 1 9,000 0 

天14-14 風鎮①（黒） 1 1,000 0 

天14-15 風鎮②（那智黒） 1 1,000 0 
（注） ①上記売却区分ごとに公売します。 

    ②公売財産の詳細については、ヤフーが提供するインターネットオークションサイト内に記載しています。 

公売方法 ヤフーが提供するインターネットオークション（せり売） 

公売場所 ヤフーが提供するインターネットオークションのシステム上 

公売参加申込期間 平成23年7月8日 午後１時00分～平成23年7月22日 午後11時00分 

入札開始 平成23年7月29日 午後１時00分 
公売日時 

入札締切 平成23年7月31日 午後11時00分 

開札の日時 平成23年8月1日 午前10時00分 

売却決定 日時 平成23年8月1日 午前10時00分 場所 天理市役所 収税課 

買受代金納付期限 平成23年8月8日 午後2時30分 

買受人についての 

資格その他の要件 
国税徴収法第92条及び同法第1 0 8条該当者は公売に参加できません。 

そ
の
他 

１．天理市は瑕疵担保責任を負いません。 

２．公売に参加するためには、公売参加申込期間内において、公売財産の公売保証金を納付いただく必要があります。 

３．買受代金を納付したとき、買受財産の危険負担は買受人に移転します。買受後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失など

による損害負担は買受人が負うことになります。 

４．引き渡しは、買受代金納付時の現況有姿で引き渡します。なお、引き渡しのために要した費用はすべて買受人の負担になり

ます。 

５．その他、詳細についてはヤフーオークションサイト並びに天理市のホームページでご確認ください。 

配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定

をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を当市収税課に申し出て下さい。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は当市収税課に用意しています。 

                                  （平成23年６月14日掲示済） 

天理市公告第24号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積計画を
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定めたので、同法第19条の規定により公告する。 

  平成23年6月14日 

                                   天理市長 南  佳 策  

 なお、その関係書類を天理市環境経済部農林課に備え置いて縦覧に供する。 

                                  （平成23年６月23日掲示済） 

天理市公告第25号 

   「天理市公告第13 予防接種の実施について」の訂正について 

 予防接種法施行令の一部を改正する政令（平成23年政令第1 4 4号）により新たに定期予防接種を行うこ

ととなったので、平成23年４月１日付け、天理市公告第13号の一部を次のように訂正する。 

  平成23年６月23日 

                                    天理市長 南  佳 策  

訂正前 

１ 定期予防接種と実施方法（Ⅰ類） 

予防接種名 対   象 実施場所 実施日時 

ポリオ （略） 

ＢＣＧ （略） 

三種混合（ジフテリア・百日咳・

破傷風） 

（略） 

二種混合（ジフテリア・破傷風） （略） 

二種混合（麻疹・風疹） （①～③略） 

④満18歳となる日の属する年度の

初日から当該年度の末日にある者 

日本脳炎第１期 生後36ヶ月から90ヶ月未満 

    第２期 満９歳から満13歳未満 

市
内
指
定
医
療
機
関 

通 
 

年 

 定期予防接種と実施方法（Ⅱ類） 略 

 ２から４まで略 

 ５．接種料金  無料とする。 

訂正後 

１ 定期予防接種と実施方法（Ⅰ類） 

定期予防接種と実施方法（Ⅱ類） 略 

２から４まで 略 

５．インフルエンザ予防接種料金のみ一部自己負担（生活保護受給世帯無料） 
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                                  （平成23年７月４日掲示済） 

天理市公告第26号 

   一般競争入札について 

建設工事の請負について、次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第1 6 7条の５第２項及び第1 6 7条の６第１項の規定により公告する。 

平成23年７月４日 

            天理市長 南  佳 策 

 

第１ 工事概要 

 (１) 工 事 名  山の辺第一工区 河川整備工事 

 (２) 工事場所  天理市田部町地内 

 (３) 工事概要  工事延長 Ｌ＝96 . 4 8ｍ 

          護岸工  Ｌ＝96 . 4 8ｍ アンカー式空石積工  Ｌ＝16 2 . 1ｍ 

          分派工  Ｌ＝7.56ｍ  分 流 壁 工  Ｌ＝46 . 0 0ｍ 

          河床張コンクリート工  Ｌ＝108.26ｍ 

(４) 工期    平成23年11月30日まで 

(５) 予定価格 30,209,550円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）     

(６) 最低制限価格 26,839,050円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 

第２ 競争参加資格 

 (１) 本市に建設工事入札参加資格申請書を提出している土木工事の資格を有する建設業者（市内に本

店又は営業所（建設業法（昭和24年法律第1 0 0号）第３条第１項に規定するもののうち本店を除

いたものであって、かつ、当該営業所が本市に対する入札参加資格を有する者に限る。）を有する

もの）であって、次の(２)(３)に掲げる条件をすべて満たし、この工事に係る競争入札参加資格の

予防接種名 対   象 実施場所 実施日時 

ポリオ （略） 

ＢＣＧ （略） 

三種混合（ジフテリア・百日

咳・破傷風） 

（略） 

二種混合（ジフテリア・破傷風） （略） 

二種混合（麻疹・風疹） （①～③ 略） 

④ 満18歳となる日の属する年度の初日か

ら当該年度の末日にある者ただし、平成23

年５月20日から平成24年３月31日までの間

においては、17歳となる日の属する年度の

５月20日から18歳となる日の属する年度の

末日にある者（17歳となる日の属する年度

の５月20日から当該年度の末日にある者に

ついては、修学旅行、学校行事等の研修旅

行で海外に行く者に限る｡) 

日本脳炎第１期 生後36ヶ月から90ヶ月未満 

    第２期 満９歳から満13歳未満 

日本脳炎  予防接種実施規則（昭和33年厚生省令第

27号）附則第５条第１項に規定する特例対

象者。ただし、特例対象者であっても、第

４回目（２期接種相当）の者については、

引き続き９歳以上の者とする。 

市
内
指
定
医
療
機
関 

通 
 

年 
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確認を受けたものであること。 

(２) 次の条件をすべて満たしていること。 

  ① 地方自治法施行令第1 6 7条の４の規定に該当しない者であること。 

  ② 建設業法の規定による特定建設業の許可を、土木工事業について受けている者であること。 

  ③ 経営規模等評価結果（審査基準日が、本入札参加資格確認申請書の提出締切日より１年７ヶ月前 

   までの直近のもの）における土木一式工事の総合評定値を有する者であること。 

  ④ 本市が平成23年７月１日に発表した建設工事請負業者格付表（平成23年度）において土木一式工 

   事の格付がＡ等級に位置づけされている者であること。 

  ⑤ 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、本市より指名停止措置を受け 

   ていない者であること。 

⑥ 本工事の仕様書に対する質問を、書面（様式は自由とする。以下「質問書」という。）により提

出した者であること。 

  ⑦ 本市に対して不誠実な行為のない者であること。 

 (３) 次の条件を満たす配置予定技術者をこの工事を行う期間中、専任で配置できること。 

① 入札説明書 別表１の資格を有する者 

② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者 

③ 監理技術者を置くことが必要な工事にあっては、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習

終了証」の交付を受けている者又はこれに準ずる者 

第３ 入札手続等 

(１) 担当部課 天理市役所総務部総務課入札審査室 電話番号 0743-63-1001 内線 332 

(２) 入札説明書の交付期間及び場所 

  ① 交付期間 別表（入札日程）のとおりとする。 

  ② 交付場所 第３(１)に同じ。 

第４ 競争参加資格の確認等 

 本競争の参加希望者は、第２に掲げる競争資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請

書及び競争参加資格確認資料を下記のとおり提出し、市長から競争参加資格のあることの確認を受けな

ければならない。 

(１) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 

  ① 提出期間 別表（入札日程）のとおりとする。 

  ② 提出場所 第３(１)に同じ。 

  ③ 提出部数 各１部 

  ④ 提出方法 持参すること。 

  ⑤ 作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

第５ 仕様書公開の日時及び場所 

(１) 日時 別表（入札日程）のとおりとする。 

(２) 場所 第３(１)に同じ。 

 (３) 仕様書に対する質問書は、質疑の有無にかかわらず、下記期限までに提出するものとする。 

  ① 質問書提出期限  別表（入札日程）のとおりとする。 

  ② 質問書提出場所  第３(１)に同じ。 

  ③ 問書提出方法  質問書の提出は、持参によることとし、郵送、宅配便等による送付又は電送によ

るもの等は認めない。 

(４) 質問書に対する回答は、別表（入札日程）のとおりの日に回答書を発送するとともに、総務課入

札審査室にて閲覧に供します。 

第６ 入札の方法 

 (１) 競争参加資格者は、天理市建設工事執行規則（昭和48年２月天理市規則第４号) 第８条に規定

する入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、日本郵便 郵便事業株式会社 天理支店留の

一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により指定された到着期限までに郵便により提出
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しなければならない。 

(２) 入札書の郵送に際しては、封筒は二重封筒とし、中封筒に入札書１通を入れ封かんし、表側に工

事名及び入札者名を記載した上で、外封筒に入れなければならない。 

 (３) 外封筒の表面に開札日、工事名、住所又は所在、商号又は名称、代表者氏名等の必要事項を記入

した郵便入札送付票を貼付しなければならない。 

(４) 前各項に規定する方法により入札書を送付しなかったとき又は入札書が到着期限日までに到着し

なかったときは、入札を辞退したものとみなす。 

第７ 入札書の到着期限日及び送付先 

(１) 到着期限日 別表（入札日程）のとおりとする。 

 (２) 入札書の送付先 日本郵便 郵便事業㈱ 天理支店 留 天理市役所総務部総務課入札審査室 

第８ 開札日時及び場所 

(１) 日時 別表（入札日程）のとおりとする。 

(２) 場所 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所３階 3 3 4会議室 

第９ 落札者の決定方法 

(１) 入札の回数は、１回とする。 

(２)  天理市契約規則（昭和40年８月天理市規則第22号）第６条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で、最低の入札書記載金額を提示し、かつ、最低制限価格を下回らない有効な入札

を行った者を落札者とする。決定後、落札者にその旨を通知するとともに、入札結果は総務課入札

審査室で公表する。落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、該当者にくじを引か

せて落札者を決定するものとする。 

第10 その他 

(１) 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 免除 

② 契約保証金 金額については、請負代金額の10分の１以上とし、保証方法等詳細については、天

理市建設工事執行規則第13条に規定する契約書に定めるとおりとする。 

(２) 入札の無効 

   本入札説明書に規定した競争参加資格が認められていない者のなした入札、第２に定める競争参加

資格がない者のなした入札、第６に定める入札の方法によらない入札、本市に対し虚偽の記載をした

申請書又は資料を提出した者のなした入札並びに仕様書及び天理市建設工事郵便入札試行要領におい

て示した入札条件等に違反した入札は無効とする。 

(３) 入札中止条件 

   この入札手続執行途中で、入札参加可能者が３者未満となったとき又は入札開札時に入札参加者が

３者未満となったときは、その段階で入札手続又は入札を中止する。 

第11 入札公告の掲示場所 天理市役所 掲示場 

第12 問い合わせ先 天理市役所 総務部総務課 入札審査室 電話番号 0743－63－1001 内線 3 3 2 

別表（入札日程） 

山の辺第一工区 河川整備工事 

事  項 期  間  等 

入札説明書の交付期間 
平成23年７月４日（月）から平成23年７月12日（火）まで 

天理市ホームページからダウンロードできます。 

申請書の提出期間 

仕様書の公開期間 

平成23年７月４日（月）から 

平成23年７月12日（火）まで 

質問書の提出期限 
平成23年７月15日（金） 

質問書の提出は、質問がない場合も必ず必要です。 

競争参加資格確認の結果の通知日 平成23年７月22日（金） 

質問書への回答日 平成23年７月22日（金） 
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競争参加資格がないとした 

場合の説明要望書提出期限 
平成23年７月27日（水） 

競争参加資格がないとした 

場合の当該理由の回答日 
平成23年８月１日（月） 

入札書到着期限日 
平成23年８月４日（木） 

書留郵便にて日本郵便 郵便事業㈱天理支店に必着のこと 

開札の日時 平成23年８月５日（金）午後１時30分 

くじを行う場合の日時 平成23年８月５日（金）午後３時 

上記の期間・期限は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１

時までを除く。）とする。 

別表１ 

 工事業種 配置技術者の資格（いずれかに該当すること） 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木工事 ① 土木工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5

年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後３年以上実務の経験を有

する者で在学中に土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造

園に関する学科を含む。以下同じ）、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を

修めた者 

② 土木工事に関し10年以上実務の経験を有する者 

③ 土木工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定(大正14年文部省令第30号)による検

定で土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科に合格した後５年以上又

は専門学校卒業程度検定規定(昭和18年文部省令第46号)による検定で土木工学、都市工

学、衛生工学又は交通工学に関する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者 

④ 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若

しくは2級の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限る。）とするものに合格した

者 

⑤ 上記④の1級の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限る。）とするものに合

格した者と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣（平成13年１月５日以前にあっ

ては建設大臣）が認定した者 

⑥ 技術士法（昭和58年法律第25号）による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農

業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土

木」とするものに限る。）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又

は総合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は

「水産土木」とするものに限る。）に合格した者 

 

教育委員会 
                                  （平成23年６月28日掲示済） 

天教告示第８号 

平成23年７月６日午前９時30分から７月定例教育委員会を天理市役所に招集する。 

 平成23年６月28日 

           天理市教育委員会 

            委員長 落合 啓男 

農業委員会 
                                  （平成23年６月30日掲示済） 

天農委告示第８号 

 平成23年７月８日午後２時から、下記事項を付議するため天理市農業委員会を天理市役所に招集する。 
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  平成23年６月30日 

                                   天理市農業委員会 

                                    会長 森 田 周 作 

議案第１号 農地法第３条に関する許可申請について 

議案第２号 農地法第５常に関する許可申請について 

議案第３号 天理農業振興地域整備計画の変更について 

議案第４号 別段面積（下限面積）の検討について 

議案第５号 ① 市街化区域の専決処分について（報告） 

選挙管理委員会 
                                  （平成23年７月３日掲示済） 

天選告示第43号  
 天理市農業委員会委員選挙を次のとおり行う。 
  平成23年７月３日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                                        委員長 堀 内 靖 介 
１選挙の期日 平成23年７月10日 
２ 選挙すべき委員の数   13人 

 

（平成23年７月３日掲示済） 

天選告示第 44 号 
 平成23年７月10日執行の天理市農業委員会委員選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を次の
とおり選任した。 
  平成23年７月３日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                                        委員長 堀 内 靖 介 

選    挙    長 選挙長の職務を代理すべき者 

住     所 氏   名 住     所 氏   名 

天理市杉本町 375 番地 木 口 宗 久 天理市福住町 7821番地 久 保 善 史 

 
（平成23年７月３日掲示済） 

天選告示第45号  
 平成23年７月10日執行の天理市農業委員会委員選挙に用いる投票用紙の様式を次のとおり定めた。 
  平成23年７月３日 
                                   天理市選挙管理委員会 

                                                        委員長 堀 内 靖 介         
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備考  

１ 用紙は白色とし、文字は黒色で印刷する。  

２ 天理市選挙管理委員会印は、刷り込み式とする。  

３ 投票用紙の大きさは、縦1 3 0ミリメートル、横80ミリメートルとする。  
 

（平成23年７月３日掲示済） 
天選告示第46号  
 平成23年７月10日執行の天理市農業委員会委員選挙における投票所は、次の場所に設ける。 
  平成23年７月３日 

                                   天理市選挙管理委員会 
                                                        委員長 堀 内 靖 介                                   

 投票区  投票所施設の名称     所   在   地 

  １   丹波市公民館  天理市丹波市町 285 番地２ 
  ２     祝徳公民館  天理市田部町 320 番地 
  ３     東部公民館  天理市豊井町 87 番地 

  ４     苣原町公民館  天理市苣原町 1218 番地４ 

  ５    前栽公民館  天理市杉本町 351 番地３ 
  ６     井戸堂公民館 天理市西井戸堂町 122 番地４ 

 

 

  ７    二階堂公民館  天理市嘉幡町 520 番地 

 

 

   ８  朝和公民館 天理市三昧田町 460 番地３  
   ９  柳本公民館  天理市柳本町 1127 番地  

 
 天理市選 
 挙管理委 
 員会之印 
 

 
 
 

こ う ほ  し ゃ し め い  
候補者氏名 
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                     理  
     候    候          市  
     補    補         農 
     者    者          業  
     で    の    注     委 
     な    氏          員  
     い    名          会  
     者    は          委  
     の    欄          員  
     氏    内    意     選 
     名    に          挙  
     は    一          投  
     書    人          票  
     か    書  
     な    く  

 

 

     い  こ  
     こ  と  
     と   ﾟ 
      ﾟ 
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   10  式上公民館 天理市遠田町 45 番地９  

   11 櫟本公民館  天理市櫟本町 2064 番地２  

   12 福住公民館 天理市福住町 2025 番地  
   13 山田公民館  天理市山田町 1548 番地  

 

（平成23年７月３日掲示済） 
天選告示第47号  
 平成23年７月10日執行の天理市農業委員会委員選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理
すべき者を次のとおり選任した。 

  平成23年７月３日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                                        委員長 堀 内 靖 介 

別紙のとおり 略 
 

（平成23年７月３日掲示済） 

天選告示第48号  
 平成23年７月10日執行の天理市農業委員会委員選挙の開票事務は、選挙会事務に併せて行う。 
  平成23年７月３日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                                        委員長 堀 内 靖 介 

 

（平成23年７月３日掲示済） 

天選告示第49号  
 平成23年７月10日執行の天理市農業委員会委員選挙における開票事務と併せて行う選挙会は、次の場所
及び日時に行う。 
  平成23年７月３日 
                                   天理市選挙管理委員会 

                                                        委員長 堀 内 靖 介 
１ 場 所   天理市川原城町605 番地 
 天理市役所５階 533AB 会議室 
２ 日 時   平成23年７月10日 午後９時 

 

（平成23年７月３日掲示済） 
天選告示第50号 
 平成23年７月10日執行の天理市農業委員会委員選挙における期日前投票所は、次の場所に設ける。 
  平成23年７月３日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                                        委員長 堀 内 靖 介 

期日前投票所名 期日前投票所の場所 

天理市役所期日前投票所 天理市川原城町605番地天理市役所１階 131会議室 

 
（平成23年７月３日掲示済） 

天選告示第51号 
 平成23年７月10日執行の天理市農業委員会委員選挙における天理市役所期日前投票所の投票管理者及び
その職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 
  平成23年７月３日 
                                  天理市選挙管理委員会 
                                                        委員長 堀 内 靖 介 
 別紙のとおり 略 
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（平成23年７月３日掲示済） 
天選告示第 52 号 
 平成 23 年７月 10 日執行の天理市農業委員会委員選挙における選挙会の場所及び日時を次のように変更
する。  
  平成 23 年７月３日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                                        委員長 堀 内 靖 介 
（変更前）１ 場所 天理市川原城町 605番地 天理市役所５階 533AB会議室 

    ２ 日時 平成 23 年７月 10 日 午後９時 
（変更後）１ 場所 天理市川原城町 605番地 天理市役所５階 533B 会議室 

    ２ 日時 平成 23 年７月 11 日 午前９時 30 分 

議  会 
                                  （平成23年7月１日掲示済） 

 天理市議会議員の政治倫理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成23年７月１日 

                                 天理市議会議長 佐々岡 典雅 

天理市議会規則第２号 

   天理市議会議員の政治倫理に関する規則の一部を改正する規則 

 天理市議会議員の政治倫理に関する規則（平成23年３月天理市規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 様式第５号中 

「    

  土 地 等 の 事 業 ・ 雑 所 得  

 短 期 譲 渡 所 得  

 長 期 譲 渡 所 得  

株 式 等 の 事 業 

・ 譲 渡 ・ 雑 所 得 
 を 

上 場 株 式 等 の 配 当 所 得  

分 

離 

課 

税 

先 物 取 引 の 事 業 ・ 雑 所 得  

   」 

「    

   土 地 等 の 事 業 
雑 所 得 

 分 短 期 譲 渡 所 得 

 離 長 期 譲 渡 所 得 

 課 株 式 等 の 事業・譲渡 
雑 所 得 

 税 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 

  先 物 取 引 の 事業・譲渡 
雑 所 得 

に改める。 

   」 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

公営企業 
                                  （平成23年６月20日掲示済） 

天理市上下水道局告示第８号  

水道料金等の徴収又は収納事務の委託について 

地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第33条の２の規定に基づき、下記の者に水道料金等の徴収又
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は収納事務を委託しますので、地方公営企業法施行令（昭和2 7年政令第4 0 3号）第26条の４第1項の規定

により告示する。 

平成23年６月20日 

天理市上下水道事業管理者 

中 谷  博 

１ 委託業者 

商 号 ㈱ エンジニアサカウエ 

代表者 坂上 一幸 

住 所 大阪府高槻市宮野町1 2番2 0号 

２ 委託開始年月日 平成23年７月１日 

 

                                  （平成23年６月27日掲示済） 

天理市上下水道局管理規程第10号 

 天理市水道料金及び下水道使用料に係る徴収業務その他の業務委託に関する規程を次のように定める。 

  平成23年６月27日 

                                  天理市上下水道事業管理者  

                                        中 谷  博  

   天理市水道料金及び下水道使用料に係る徴収業務その他の業務委託に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第33条の２及び地方公営企業法施行令（

昭和27年政令第4 0 3号）第26条の４の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」

という｡)に係る徴収業務その他の業務委託（以下「業務委託」という。）について必要な事項を定め

るものとする。 

 （業務委託の範囲） 

第２条 業務委託の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (１) 水道料金等の徴収業務 

 (２) 水道料金等の滞納整理業務 

 (３) 水道栓の開閉栓業務 

 (４) 水道メーターの検定満期取替業務 

 (５) 水道メーター等の検針業務 

 (６) その他天理市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認める業務 

 （徴収できる水道料金等の範囲） 

第３条 水道料金等の業務を受託する者（以下「受託者」という。）が徴収できる水道料金等は、次に掲げ

るものとする。 

 (１) 天理市水道事業給水条例（平成９年12月天理市条例第37号）第24条に規定する料金 

 (２) 天理市下水道条例（昭和48年12月天理市条例第36号）第11条に規定する使用料 

 （委託区域） 

第４条 第２条に掲げる業務を委託する区域は、天理市水道事業の給水区域とする。ただし、管理者が特

に認めるものについては、この限りではない。 

 （委託契約の締結） 

第５条 管理者は、第２条に掲げる業務を委託する場合は、契約期間、委託内容その他委託に関する必要

事項を記載した契約書を作成し、当該受託者と契約を締結するものとする。 

 （水道料金等の収納方法） 

第６条 管理者は、受託者に水道料金等を現金又は小切手及び金銭の支払を目的とする有価証券であって

小切手と同程度の支払の確実性があるものとして、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第

21条の３第１項第１号の規定に基づき、総務大臣が指定するものにより収納させることができる。 

 （受託者の報告等） 
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第７条 受託者は、業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受け

なければならない。 

 （損害賠償） 

第８条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他局に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならない。 

 （秘密の保持） 

第９条 受託者は、業務委託を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的

外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約

された後についても同様とする。 

 （契約の解除） 

第10条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。 

 (１) 契約に違反した場合 

 (２) 業務の遂行に関して、故意又は過失により局に損害を与えた場合 

 (３) 局の信用を失墜させる行為があった場合 

 (４) 業務委託の処理に不正行為があった場合 

 (５) 委託した業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めた場合 

 (６) その他管理者が委託することを不適当と認めた場合 

２ 前項の契約解除は、文書により通知する。 

 （その他） 

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成23年７月１日から施行する。 

 （天理市水道料金等集金業務委託規程の廃止） 

２ 天理市水道料金等集金業務委託規程（平成13年３月天理市水道ガス局管理規程第16号）は廃止する。 

 

                                  （平成23年６月30日掲示済） 

天理市上下水道局告示第９号 

天理市指定下水道工事店の指定について 

平成23年６月30日付をもって下記の者を天理市下水道工事店として指定したので告示する。 

平成23年６月30日 

天理市上下水道事業管理者  

中 谷  博  

天理市指定下水道工事店第2 1 0号 

商号又は名称  増田工業 

代  表  者  増田 安男 

店舗の所在地  天理市二階堂北菅田町１番地の４ 

天理市指定下水道工事店第2 1 1号 

商号又は名称  三水管工 

代  表  者  小谷 義孝 

店舗の所在地  大和郡山市井戸野町８３番地の１ 

天理市指定下水道工事店第2 1 2号 

商号又は名称  ㈱ 大角水道設備工業所 

代  表  者  大角 豊彦 

店舗の所在地  生駒郡三郷町城山台１丁目４番３０号 

天理市指定下水道工事店第2 1 3号 

商号又は名称  ㈱ 森水道工業所 
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代  表  者  森 一馬 

店舗の所在地  天理市田部町3 9 7番サンコーマンション1 0 2号 

天理市指定下水道工事店第2 1 4号 

商号又は名称  ㈱ ドリームホームアップ 

代  表  者  吉田 喜次 

店舗の所在地  奈良市青山三丁目１番地13－4 0 1 

天理市指定下水道工事店第2 1 5号 

商号又は名称  千葉住建 

代  表  者  千葉 幸重 

店舗の所在地  天理市杉本町4 0 0番地４ 

天理市指定下水道工事店第2 1 6号 

商号又は名称  西奈タイル 

代  表  者  永原 稔 

店舗の所在地  奈良市東九条町33番地 

天理市指定下水道工事店第2 1 7号 

商号又は名称  寿建設 ㈱ 奈良営業所 

代  表  者  西畑 忠雄 

店舗の所在地  五条市生子町1 2 3番地 

 

                                  （平成23年６月30日掲示済） 

天理市上下水道局告示第10号 

天理市指定下水道工事店の指定取消しについて 

平成23年６月30日付をもって下記の者を天理市下水道工事店の指定を取消したので告示する。 

平成23年６月30日 
天理市上下水道事業管理者  

中 谷  博  

天理市指定下水道工事店第1 7 0号 

商号又は名称  すいどう屋 坂本設備 

代  表  者  坂本 浩二 

店舗の所在地  香芝市上中4 5 0番地の６ 

 


